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会議録（要点筆記） 

会 議 名 令和７年度 第１回 米原市子ども・子育て審議会 

開 催 日 時 令和７年 11月 28 日（金）19時 00 分〜20 時 45 分 

開 催 場 所 米原市役所本庁舎３階 会議室３Ｂ 

出席者および欠席者 出席者：西川正晃委員、井量昭委員、山﨑亮委員、秋野滋彦、藤田善治

委員、山田晃委員、仲谷雄樹委員（途中出席）、戸田行彦委員、

宮﨑眞弓委員、山岡佳江委員、青木明香委員 

事務局：くらし支援部：宮野肇部長、嶌真弓専門員 

    子育て支援課：山田直樹課長、本郷光男、田辺英美、 

布施康之、若林涼介 

    保育幼稚園課：安田真理子課長、清水一美参事、山下裕紀、 

木田貴弘 

    健康づくり課：細溝朋子 

    学校教育課 ：北川英樹課長 

欠席者：髙橋容子委員、今荘秀美委員、樋口保男委員、北居理恵委員 

    山田輝子委員 

議 題 （１）第２期米原市子ども・子育て支援事業計画における量の見込

みと令和６年度実施状況について 

（２）令和６年度第２期子ども・子育て支援事業計画進捗状況につ

いて 

（３）令和７年度米原市こども計画の取組について 

（４）その他 

結 論 ・第２期米原市子ども・子育て支援事業計画における量の見込みと

令和６年度実施状況について説明した。 

・令和６年度第２期子ども・子育て支援事業計画進捗状況につい 

て説明した。 

・令和７年度米原市こども計画の取組について説明した。 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

開会  

皆さんこんばんは。本日は何かとご多用の中、また夜分お疲れのとこ

ろご出席いただき誠にありがとうございます。 

定刻になりましたので、ただいまより「令和７年度第１回米原市子ど

も・子育て審議会」を開催させていただきます。 

私は、事務局であります子育て支援課長の山田です。本日の進行を務

めさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、まず審議会の開会にあたりまして、角田市長より挨拶をさ
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角田市長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

せていただきます。 

 

【開会挨拶】 

 

ありがとうございました。 

それでは、会議に入ります前に資料の確認をさせていただきます。 

会議次第の裏面に記載しています資料一覧をご覧ください。 

（配付資料確認） 

※本日の資料は、先に送付させていただいております。もし、不足がござ

いましたら、お申し付けをいただきたいと思います。 

  なお、資料の差替えをお願いします。事前に郵送しておりました資料

の資料 1委員名簿の事務局の氏名に誤りがありましたので、本日配布し

ております資料と差替えをお願いします。 

 

次第の２、委嘱状の交付です。 

  市長から、委員の皆さま全員に委嘱状を交付させていただくのが本来

ですが、時間の都合上、代表して１名に交付させていただきます。 

 

【委嘱状交付】 

 

本日、初めての顔合わせとなりますので、自己紹介をお願いしたいと

思います。 

【委員の自己紹介】 

 

次に、事務局の職員の自己紹介です。 

【順次、自己紹介】 

 

それでは、会議の成立でございますが、米原市子ども・子育て審議会

条例 第６条第２項に「委員の半数以上が出席しなければ開くことがで

きない。」とあります。本日の出席委員数は委員１６名のうち、１０名

ですので、本審議会が成立しておりますことを報告いたします。 

 また、本日の審議会につきましては、「米原市付属機関の会議の公開に

関する要領」に基づきまして公開で行いますので、傍聴者の入室を認め

ております。 

また、審議会の議事録の要点を無記名で市公式ウェブサイトに公表し
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委員 

 

事務局 

 

 

 

委員 

 

事務局 

 

 

市長 

 

事務局 

 

 

 

 

会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

ますので、ご了承をお願います。 

 

  続きまして「会長、副会長の選出」です。 

  審議会条例第５条第１項に「審議会に、会長および副会長１人を置き、

委員の互選によって定める。」とありますので、会長および副会長の選

出をしたいと存じます。 

 どなたかご提案はございますか。 

 

事務局の方で一任ということでお願いできますでしょうか。 

 

ただ今、事務局一任のお声をいただきましたので、事務局案としまし

て、会長に１号委員の西川正晃委員、副会長に３号委員の井 量昭委員

の就任を提案いたします。皆様、これにご異議ございませんか。 

 

異議なし 

 

  異議なしとのお声でございますので、会長に西川委員、副会長に井委

員にご就任いただきますので、よろしくお願いします。 

  

【市長退席】 

 

それでは、議事に移りたいと存じます。 

西川委員、井委員には、会長席、副会長席へご移動をお願いいたしま

す。 

それでは、会長と副会長から一言ご挨拶をお願いいたします。 

 

改めまして皆さんこんばんは。ただいま会長ということで、お声をい

ただいたんですけれども、おそらく第２期の米原市子ども子育て支援事

業計画の作成などいろいろと関わらせていただいて、最後まで責任を取

れということだと思います。 

市長からもありましたけれども、それぞれご専門のスペシャリストが

それぞれの立場でご意見をいただいて、計画が出来上がってきたわけで

ございますからどうかこれからの進捗管理につきましても、皆様のお立

場からいろいろとご意見を賜ればと思います。どうぞよろしくお願いい

たします。 
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副会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

会長 

 

 

 

 

事務局 

 

会長 

 

 

委員 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

改めましてこんばんは。ただ今、副会長に指名していただきました井

と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

今、西川会長がおっしゃられましたとおり、私も前回から引き続きこ

の会議の委員として審議をさせていただくことになりました。前回終わ

ってからもう半年ぐらい経っていて、以前どんな話をしていたかという

のを資料で振り返りながら見させていただきまして、相変わらず文字数

多い感じで全て今日の会議に向けて読み込んでここに来ているわけでは

ございませんので、今日お越しの委員さんとそれぞれお立場から、たく

さんご意見をいただきながら、また、この会議を進めていければと思っ

ておりますのでどうぞよろしくお願いいたします。 

 

ここからの議事進行につきましては、審議会条例第６条に「会

長は会議の議長となる。」とありますので、西川会長にお願いした

いと存じます。西川会長、よろしくお願いいたします。 

 

それでは、進行を務めさせていただきます。 

会議次第の３議題、（１）の第２期米原市子ども・子育て支援事業

計画における量の見込みと令和６年度実施状況について事務局から説

明をお願いします。 

 

【説 明】 

 

ありがとうございました。ただ今、事務局から説明がありましたが、

何かご意見等がございましたら、よろしくお願いいたします。 

 

10 ページの地域子育て支援拠点事業の説明の中で、４か所の地域子育て

支援事業で、予約制を３つ撤廃したというところですが、伊吹だけ残さ

れる理由が何かあったのかお知らせいただければと思います。 

 

今予約制が残っているいぶき認定こども園内のはなばたけにつきまして

は、いぶき認定こども園内の一つのお部屋を併用しております。 

そのために場所が狭く、園児が絵本を借りに行く場所と同じになってお

りますので、そこの園児の生活も守るために利用人数を制限する意味で

予約制を残しています。 
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委員 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

会長 

 

はい。わかりました。 

もし例えば定員を超えた場合は別のところを案内されるとか、そういっ

たことがあるのですか。 

 

お天気が良ければ中庭などもありますので、予約がなくても来られた場

合には受け入れるということは原則としてさせていただいます。 

遊戯室を使ったり、お散歩に出かけたりなど、基本は予約が必要ですが、

今、助けて欲しいという保護者さんとか、今遊びたいというお子さんの

気持ちは受け入れられるようにしております。 

 

はい、ありがとうございました。 

いかがでしょうか？ 

私からですが、評価をいろいろされていますが、説明を聞いていると数

値的な部分で増えたらＡ、減ったらＢという感じがなきにしもあらずで、

例えば減ったとしても満足度であるとかあるいは内容が良くなったと

か、いわゆるその定量的な部分だけではなく、体制的な部分でどこまで

反映されているのか、私も委員会にいる中でずっと言ってきたことです

けれども、単に数字が増えたらいいという部分だけではなくてもう少し

その担当部局が個々の評価について、その辺り加味していただけたらな

という印象がやはり今回もあるのですが、その辺りについて、各部局に

よって違うのでお答えは難しいかもしれませんが、そのあたりを感じま

すので意見として出させていただきます。 

他にいかがでしょうか？ 

なかなか数値的なものがいっぱい出てきて難しいのですが、それぞれの

ご担当の部分や、全体的な部分でご意見等よろしいでしょうか？ 

また後で出てきましたらまた戻っていただくということも結構ですので

それでは進めさせていただきます。 

                                      

では次の議題に移ります。議題（２）の令和６年度第２期子ども・子育

て支援事業計画進捗状況について、事務局から説明をお願いします。 

 

【説 明】 

 

ありがとうございました。 



 6 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

会長 

 

事務局 

 

会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

会長 

 

 

 

委員 

 

 

 

何かご質問、ご意見ありますでしょうか？ 

 

20 ページ右下の方の重点施策４、4-(2)-4 ところの実績で令和 6年度の

ところの最後に「異校種の授業参観を計画しました」と書いていますが、

計画ではなく「実施した」との間違いではないですか。 

「計画した」ではなく、実施したのなら実施したと明記した方がいいの

では。 

 

これは「実施した」ということですかね。 

 

はい。 

 

ありがとうございます。 

「計画し実施した」ということです。 

ありがとうございます。 

いかがでしょうか令和６年度に関わってはもう、これが本議題としては

最後になるので、先ほどの方も含めてでも結構ですけれどもいかがでし

ょうか？ 

すみません、私もちょっと整理をする意味で初めての方もおられますの

で、成果指標と活動指標っていうのを簡単に説明するとどう違うのかご

説明いただけますでしょうか。 

 

まず成果指標につきましては、本市が子ども子育て支援に取り組むに当

たって、目指すべき成果を測るための市全体の大きな指標であり、その

成果指標に各事業の具体的な活動量や活動実績を評価する指標が活動指

標ということであります。 

 

大きな目標を書かれているのが成果指標で、具体的な活動をこれだけや

った、例えば参観何回だったとか具体的なその活動そのものがここに出

てくるということですね。 

 

20ページ3-(1)-2のところですけれども先ほどと同じ令和２年から令和

６年度までの各実績が活動指標のところに載っていまして、令和５年度

と令和６年度の数字のパーセントがまったく一緒だと思うのですが、こ

れは間違いではなくてこういう数字が本当に出てきたのでしょうか。 
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事務局 

 

 

 

 

会長 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

会長 

 

 

 

 

就学前 48.8%、小学生が 49%。これ２年度まるっきり同じ数字で、なかな

か同じ数字が出てくるっていうのは、あまり考えにくいかなと思います。 

確認いただけるといいのかなと思います。 

 

令和５年度にアンケートをやっている数字が載っていまして、令和５年

度では６年に結果が出ているんですけど同じものが掲載されています。 

令和６年度は実際にはアンケートしておりません。紛らわしくて申し訳

ございません。 

 

令和６年度はアンケートをしてないので、空欄になるはずということで

すね。本来はそういうことですね。そのあたりがはっきりすればいいで

す。ありがとうございます。 

これ何かアンケートを取らなかった理由はあるのでしょうか。毎年こう

して取っておられて数字がでてきていると思うのですが。 

 

このこども計画をつくる前提の、前年度にこのアンケートを実施してお

りまして、初めて就学前とか小学生とかにアンケートしました。 

これは 1,000 件ほどのアンケートですので、毎年するのはなかなか難し

く、今後このアンケートをどう取っていくのかというのも課題の一つか

なと思っております。 

 

わかりました。毎年アンケートを取るのは難しいとのことですが、令和

４年、５年については、続けてやっておられたように見えるのですが。 

 

まったく同じアンケートではないのですが、令和４年度は、同じような

質問項目がある、政策推進課が実施した市民意識調査の結果で、令和 5

年度はこども計画を策定するためのアンケート結果ということになりま

す。 

 

アンケートもいろいろありますのでね。 

はい。わかりました。ありがとうございます。 

他、いかがでしょうか？ 

 

 

すみません。22 ページの 5-(1)-1 のところですけれども、子どもがたく
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委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

事務局 

 

会長 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

ましく夢を温め育むまちのところで、公園の整備についてこう書かれて

いるわけですけれども、米原市というのは公園の整備っていうものがか

なり他市に比べて、遅れている状況であって、磯の公園整備が進められ

ている状況が続いているところですけども、これもまだまだこの先とい

うことで、天狗の丘のところの維持管理ということを行いましたとあり

ますけども、私もあまり行かないので分からないのですけども、使うに

あたっては、申請やどのように使用できるかとか、何かしていくとか、

そういったところの周知はされているのですか。 

 

天狗の丘の施設については、公園とかもんほーると交流室の三つの施設

で構成をさせていただいております。 

公園については特に使用にあたっては、申請等は必要ございません。 

かもんほーると交流室については申請をいただいて、予約状況を確認し

て空いていれば、使用の許可をするといった形にしております。 

アナウンスについては特に公式サイト等でも上げてなかったと思います

が、問い合わせがあればその場でお答えさせていただいているという状

況になります。 

 

アナウンスされてないということですが、あの旧幼稚園のところですよ

ね。 

 

そうです。旧山東幼稚園の施設ということになります。 

 

問い合わせがあればと言うことですが、ここは皆さん使っていただいて

いいところですよね。 

公園の話はやっぱり会議でよく出てきていますので、いろいろなところ

がこうしてオープンになっているっていうことはもっとアピールしてい

ただいてもいいのではないかなと思います。ありがとうございました。 

いかがでしょうか？ 

 

22 ページの、重点施策のところです。 

保育幼稚園課の所管で「天狗の丘の維持管理を行いました」と書いてい

ますが、今年度に入ってからどれくらいされていますか、1 回だけなの

か、ちょっと重点的に何回かされたのか。というのも、私も娘と遊びに

行きますが、結構草ぼうぼうで、こんなんで遊べるわけないと言うもの
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事務局 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ですからね。 

これは実際に子供の生の声ですが、今後どれぐらいの頻度で維持管理を

していただけるのか気になりまして、ちょっと教えていただけたら嬉し

いなと思いますのでお願いいたします。 

 

はい、ありがとうございます。草刈りに関しまして申し訳ございません。

草刈りに関しましては申し訳ございませんが蜂の対応等もありまして今

年度に２回草刈りは入ったかと思います。令和６年度については 3回入

っていたと思います。 

遊具を毎年点検と修繕をしておりまして、令和６年度が修繕、今年度は

点検という形でしております。 

 

年に 3 回の草刈りですか。私の近所の公園でも毎月 1 回ぐらい、私のじ

いさんがボランティアで草を刈っています。 

蜂が飛んでいて草刈りをしませんでした。蜂が飛んでいるのが見えない

時に子供が遊びに行きました、刺されました。それって大人の理由で蜂

が飛んでいるから草刈りはしません。そしたら子供が入って刺される可

能性があったわけですが、あそこは誰でも入ってもいいようになってい

ると思うのですが、安全管理はどうなっているのですかと思うのですけ

れども。 

 

蜂の駆除につきましては、業者にお願いをしておりましたが、対応が遅

くなりご迷惑おかけし申し訳ありませんでした。 

 

はい。ありがとうございます。 

あと、防災アプリか何かでそういった発信ができないのでしょうか。米

原市のアプリは大体もう皆さん入っていますよね。せっかくいいアプリ

があるのでそれをもっと活用して「ハチの駆除を依頼していますので入

らないでください。」と発信してもらえれば、僕たちも行くのは止めよう

ということに多分なると思うので、公園へ行ったら蜂が飛んでいるので

入れないというより、いいアプリがあるので周知してもらえたらもっと

いいのかなと思います。以上です。 

 

 

いい面も悪い面もいろいろと発信していただけたらというご意見だと思
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会長 

 

 

 

 

委員 

 

 

会長 

 

 

 

 

事務局 

 

会長 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

いますので、またぜひ今日いただいたご意見をまた参考にしていただけ

ればと思います。 

他にいかがでしょうか。 

 

ごめんなさい。発信だけじゃなくて使用禁止にすべきだったのかなと思

います。蜂が確認された後は。 

 

使用禁止の発信も含めてということですね、ご意見ありがとうございま

した。                                  

では次の議題に移ります。議題（３）の令和７年度米原市こども計画の

取組について事務局から説明をお願いします。 

 

【説 明】 

 

はい、ご意見ご質問ありますでしょうか？ 

今年度の事業の計画でございますので具体的にかなり出していただいて

いるのですが。 

 

前回も出席させていたのですが、資料 45 ページの重点施策の 1-(1)-1、

取り組み事業内容のところに「パンフレットや」と書いてありますが、

パンフレットや公式ウェブサイトを通じて、米原市子ども条例やこども

基本法、子どもの権利条約の趣旨や内容について、理解を深めるための

情報提供や啓発を行い、パンフレットは前回に大人版とこども版を作る

話が出ていたと思います。こども版がどうなったのか聞かせてください。 

 

今回の資料を郵送時に同封を忘れておりました。大変申し訳ありません

でした。会議の終了後にお渡しします。 

なお、これらはウェブサイトの方にも本編、こども版、概要版を掲載さ

せていただいております。また、こども版につきましては、市内の小・

中学校、児童生徒にお配りさせていただきました。今後も新 1 年生に配

らせていただこうと思っております。以上です。 

 

そこで「小中学校からの申請に基づき児童に対して米原市こども計画出

前講座を開催し」と書いてありますが、講座の受付は始まったのですか。 

もしその申請とかあって実績とかあれば教えていただきたいなと思いま
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事務局 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

委員 

 

 

す。 

 

２学期から開始としまして、7 月の校園長会議で小学校 4 年生を対象に

出前講座をしますということで、周知させていただいていますが、今の

ところまだ申請がないという状況です。 

子育て支援課職員には元校長先生もおられますので、申請があればいつ

でも対応できるような対応は取らせていただいております。 

 

あと、関わった者としては、たくさん啓発して欲しいと思いますので、

申請待ちよりなるべく出前講座を頑張ってお願いしたいと思いました。 

次の下の段の人権政策課の中の実施目標で、人権教室の開催とかスマホ

ネット実験教室がありますが、人権に関わるこのような講座は今までは、

学校とかでされていたと思いますが、これまでよりもっとこどもの権利

とかにフォーカスしたものになるのかがちょっと気にかかっています

が、多分担当課がおられないので難しいとは思うのですけど、もしそう

いうふうになったらいいなと思いました。 

あと、こども・若者意見箱を市のウェブサイトに掲載されてすでに 10 件

ほどあったとのことでしたが、差し支えない範囲でどのような内容だっ

たのか聞けたら嬉しいと思っています。 

 

はい、ありがとうございました。 

子ども・若者意見箱はウェブサイトでも公開されていますね。10 件の質

問全部の回答が出ていました。 

私もさっき見ましたが、米原駅西口の自転車駐輪場についてや、雨の日

に遊べる場所が欲しいとか、そういう質問に対して丁寧に答えておられ

ていますね。具体的に、ここで遊べますとか。 

 

一応意識しておりますのは、子どもからの質問ということで、子どもに

わかるような優しい言葉とか、そういったことに気をつけて、なるべく

丁寧に対応させていただいています。 

 

ありがとうございます。 

 

 

本当はいろいろな情報発信の方法はあるんですけれども、情報が溢れて
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くるとどうしたらいいのかっていうのは難しいですね、本当に。 

はい、ありがとうございます。 

 

今、情報の啓発とか、SNSの啓発物の配布という部分が 46 ページの一番

右の欄の少年センター所管のところに「啓発物の配布」とありますが、

なかなか配布しても、子供たちが見てくれなかったり、保護者に届かな

かったりすると思います。 

先ほどの皆さんからのご意見にもありましたように、情報の共有方法に

ついてですが、例えば今の子供たちはデジタルがとても大好きです。例

えば京都の方の京都市営地下鉄のデジタルサイネージがとても進んでき

ていますよね。 

紙媒体の配布に加えて、やはり電光掲示板での提示で、今日のこの会議

のときにも、１階から入って見上げて会議室の案内がありました。同じ

感じでやはりデジタルで掲示されると、子供たちの目に付きやすいって

いうのは実際あります。 

そういったデジタルサイネージを子供たちのいるところに置けると、例

えば小・中学校・保育園、市庁舎の入口とかにあると目につくのではな

いかなというのを一点提案といいますか、意見とさせていただきます。 

もう一点は、別の質問ですけれども、目標値の設定について、何か決ま

ったルールというものはあるのでしょうか。例えば 45 ページの重点施策

１であれば、一番上の段の就学前の子供の保護者の「子どもの権利の認

知度が 33.2％という実績値で目標値が 70％で倍ですよね。 

逆に同じページの重点施策２の「自分のことが好きだ」と思う子どもの

割合について、小学５年生は 72％が実績値で目標値が 80％、中学２年生

は 61％の目標値が 70％おそらく近い数値で上昇させたものを設定した

と思います。49 ページ上段重点施策４に飛びますが、「困ったときに悩

みが相談できると思う子供の割合」小学 5 年生が 86.5％を 95％の目標

にしている。 

もちろん高水準でいいと思いますが、これは 100％を目指しては駄目な

のでしょうかというシンプルな疑問です。 

誰１人取り残さないことが大事で、教育の根源かなと思いますので、少

し意見と質問をさせていただきました。 

以上でございます。 
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会長 

 

 

事務局 

 

 

 

はいありがとうございました。 

事務局、ございますか。 

 

おっしゃるように、本来全て 100％を目指すっていうところを掲げるべ

きところですが、やはり、現実的なところでこうあってほしいという願

いを込めて今よりも高い数値を目指してやっていきたいということで目

標を設定しました。５年後の次回計画を策定する際に、そういったご意

見を参考にさせていただきたいと思います。 

 

はいありがとうございました。 

前回関わった者としてあまりここの数値について意見はなかったように

思っております。 

高水準を目指していこうということで、もちろん根底的にはみんな１人

も絶対見逃さないよっていう気持ちは持ちつつも、現実的な数値として

高いところでというところで意見があったように思います。 

いろんなところで見えるように、デジタルのそういうサインを出してい

くっていうことは大事なことかなと思います。もちろん予算との関係も

ありますので貴重なご意見いただいたと思います。ありがとうございま

す。 

他いかがでしょうか？ 

 

47 ページ社会福祉課の 3-(1)-2 のところ、一番下の方の具体取組事業内

容のところで人権擁護員行政相談員等のところですが、心配ごと相談に

おいて、「民生委員児童委員が主となり相談を受けます」とありますが、

各相談員さんがおられる中で民生委員児童委員さんが主となるというの

は、どういったポイントとなるのか聞かせていただければと思います。 

 

はい、ありがとうございました。 

どういう内容がということですね。 

 

ここでは、子育て支援等の一般的な相談というところで、民生委員さん

が主になるということを表現しているのかなと思います。 

 

 

いろいろな相談内容が出てくると思いますので、いろんなチャンネルで
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対応していくっていうことは実際だと思います。 

ありがとうございます。確認のご質問だったと思います。 

他にいかがでしょうか。 

 

お願い的なもの三つすみません。 

45 ページにあります重点政策２の全ての子ども・若者が夢を育む環境づ

くりの中の 1-2-1 子ども若者が集まる地域の居場所づくりで、公園の整

備というところが書いてありますが、子ども・若者や子育て家庭の意見

を取り入れながらとあるので、ぜひたくさんの意見を取り入れていただ

きたいと思っていますので、先ほどの蜂のこととかもありましたし、ぜ

ひよろしくお願いします。 

下の 1-(2)-3 身近な遊び等の整備で、令和７年の実施目標で、子育て支

援課が「公共施設の開放については、安全管理等の問題を解消しながら、

子どもたちの居場所として検討します」とあるので、ぜひお願いします。 

いろんな公共施設を継続的に使えるようになるってことでそれが居場所

作りにも繋がるかなと思うので、ぜひ継続的に使える場所をお願いした

いなと思います。 

米原市に住んでいる方々は子ども食堂に結構意欲的であったり、皆さん

良い世話好きの人が多いなっていうふうに思うので、何か場所がないっ

ていうところで悩んで、なかなかこういう活動がうまくいかないってい

う声とかも聞きますのでぜひよろしくお願いしたいなと思っています。 

あともう一つ、すごく細かいことで申し訳ないですが、50 ページの方に

ありますが、「重点施策４社会的な支援を必要とする子ども・若者への支

援」の内容の 4-(4)-1「発達支援ネットワークの充実」というところで、

取組事業概要の中には、「保育所、認定こども園、小学校、特別支援学校

や関係機関との連携を図ります」って書いてありますが、そのとなりの

発達支援センター所管の「引き続き、巡回相談、教育相談を通じ、特別

支援教育特別支援保育について、園や学校と連携を図ります」と書いて

あるので関係機関を入れてもらい、放課後児童クラブと連携してもらえ

ると嬉しいです。 

以上 3点です。 

 

 

いかがでしょうか。 

ちょっと時間が遅くなっています。事務局、委員の皆さんへのご連絡は
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会長 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

会長 

 

 

 

 

事務局 

 

会長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

メールですか、文書ですか。 

 

文書の方もメールの方もおられます。 

 

膨大な量ですし、ご意見もしあるようでしたら、1 週間以内に事務局の

方に届けていただくような措置をしていただけるとありがたいです。今

後はやはりこういうに関係機関とかを入れて欲しいとかの意見もまだま

だあると思いますので、ちょっと消化できないと思います。この時間内

では。ですから、何らかの方法で事務局、意見聴取をしていただけます

でしょうか。 

申し訳ないですが、いかがでしょうか。 

 

子育て支援課のメールアドレスをお知らせしますので、こちら宛にご意

見を送っていただければお答えさせていただくということでよろしいで

しょうか。 

 

返答なくてもいいのですが、とにかく意見を出させていただくにはちょ

っと時間的に難しいので、そのような方法で事務局よろしくお願いいた

します。 

それでは議題でその他とありますが、事務局何かありますでしょうか？ 

 

事務局の方からは特段ございません。 

 

ありがとうございます。 

それでは本日予定しておりました案件全て終了ということでございま

す。大変遅くなりました、申し訳ございませんでした。 

それでは事務局の方にお返しいたします。 

 

ありがとうございました。 

西川会長、井副会長をはじめ委員の皆様ありがとうございました。 

それでは次第の４のその他です。 

次回の審議会につきましては、今年度作成した令和 7 年度のこども計画

の取り組みについての結果、進捗状況等の報告をさせていただく予定を

しております。 

４月以降の５月か６月、本日と同じこの時間、本庁舎でこの会議室とは
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くらし支援部長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

限りませんが開催を考えておりますので、また開催の通知につきまして

は、1 か月前を目途に改めてお知らせさせていただきたいと思いますの

でご承知おきいただきますようお願いいたします。 

事務局からは以上です。 

それでは閉会にあたりまして、くらし支援部長の宮野がご挨拶申し上げ

ます。 

 

【閉会挨拶】 

 

これで会議を終了いたします。本日はありがとうございました。 

お気をつけてお帰りください。 

 

 

 

 

 

 

会議の公開・非公開

の別 

■公開 傍聴者：１名 

□一部公開 

□非公開 

一部公開または非公開とした理由 

（                              ） 

会議録の公開・非公

開の別 

■開 示 

□一部開示（根拠法令等：                    ） 

□非 公 開（根拠法令等：                    ） 

全部記録の有無 
会議の全部記録  □有  ■無 

録音テープ記録  ■有  □無 

担当課 くらし支援部 子育て支援課 

 


